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常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

総
務
文
教

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、「
財

産
の
取
得
に
つ
い
て
」
の
議
案

１
件
で
、
委
員
か
ら
は
、
契
約

の
方
法
が
特
命
随
意
契
約
で
は

不
透
明
感
が
出
て
く
る
の
で
、

一
般
競
争
入
札
に
で
き
な
か
っ

た
理
由
は
何
か
な
ど
の
質
疑
が

な
さ
れ
た
ほ
か
、
他
社
と
比
較

す
る
資
料
も
一
切
な
し
で
特
命

随
意
契
約
の
方
法
を
と
る
こ
と

は
地
方
自
治
体
と
し
て
間
違
っ

た
や
り
方
で
あ
る
と
の
反
対
討

論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
は
、
賛
成
少
数

に
よ
り
否
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
福
祉

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、「
館

林
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
の
議
案
１
件
で
、

委
員
か
ら
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
等
に
お
け
る
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
に
お
い
て
、

シ
ス
テ
ム
の
誤
作
動
は
起
き
な

い
の
か
な
ど
の
質
疑
が
な
さ
れ
、

採
決
の
結
果
は
、
全
員
一
致
を

も
っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
社
会
福
祉
課
よ
り
、

「
館
林
市
障
が
い
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
の
選
定

に
つ
い
て
」
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。経

済
建
設

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、「
館

林
都
市
計
画
事
業
西
部
第
一
南

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程

を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
の
議
案
１
件
で
、

委
員
か
ら
は
、
保
留
地
を
売
却

す
る
際
に
転
売
を
禁
止
す
る
条

件
は
付
け
な
い
の
か
、
ま
た
、

一
般
競
争
入
札
に
お
け
る
最
低

処
分
価
格
の
算
定
方
法
に
つ
い

て
な
ど
の
質
疑
が
な
さ
れ
、
採

決
の
結
果
は
、
全
員
一
致
を
も

っ
て
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
都
市
計
画
課
及
び
区

画
整
理
課
よ
り
、「
館
林
駅
東

側
の
都
市
再
生
と
西
側
の
市
街

地
推
進
に
つ
い
て
」
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
議
会
か
ら
推
薦

す
る
各
種
委
員
会
等
委
員
に
つ

い
て
、
館
林
市
市
営
住
宅
入
居

者
選
考
委
員
会
委
員
に
野
本
泰

生
議
員
、
篠
木
正
明
議
員
、
野

村
晴
三
議
員
を
選
出
し
ま
し
た
。

「市議会だより」の

表紙写真募集
私のベストショット�

　市民の皆さんに〝親しまれ身近に感じる
ことができる市議会だより〟を目指し、表紙
に掲載する写真を募集しています。
応募期間　　随時受付
応募資格	 館林市内に在住もしくは館林

市内に通勤、通学されている方
応募写真	 館林市内で撮影された四季

折々の風景、行事など
※応募する際は募集要項（市議会の　　ホームページ）を
　必ず確認してください。
※詳細については下の QRコードからも
　見ることができます。
応募先・問合せ
議会事務局議事調査係
℡47- 5163

☆本会議は午前 10 時開会予定です。会議の日程、時間等は変更になることもあります。
☆一般質問の通告順位表は、11 月 29 日（水）から市のホームページでご覧いただける予定です。
　（https ://www.city.tatebayashi.gunma.jp ⇒ページ下部の市議会をクリックしてお入りください。）

議会を傍聴してみませんか
　本会議・常任委員会はだれでも傍聴することができます。議会では皆さんの生活に直結
した重要な問題が審議されます。市政を身近に知るためにも、ぜひ議会を傍聴してください。
　手続は議会棟３階及び４階で、傍聴人受付簿に住所・氏名を記入するだけです。
　なお、傍聴席には限りがありますので、団体の場合はあらかじめ議会事務局までご連絡
ください。

【12月定例会の予定】
12月		 １日（金）本会議＝会期の決定、議案提案説明など
	 	 ４日（月）本会議＝議案に対する質疑、委員会付託など
	 	 ５日（火）・６日（水）本会議＝一般質問
	 	 ７日（木）・８日（金）委員会＝常任委員会（総務文教・市民福祉・経済建設）
	 14日（木）本会議＝表決

　

第
２
２
４
号
の
表
紙

（
令
和
５
年
８
月
１
日
）

　

第
２
２
３
号
の
表
紙

（
令
和
５
年
５
月
１
日
）


